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序     文 
 

モンゴル国では、1990 年代以降の市場経済化の進展や、経済活動の活性化に伴って増加してい

る市民間のトラブルに対応するために、国民や企業の権利を保障する、法制度整備や紛争解決手

段の多様化のニーズが高まっており、国家開発戦略において法・司法制度および関連機関の機能

強化が優先課題の一つとして明記されています。 

これまでモンゴル国では、国民による弁護士の利用度は低く、弁護士会も一般市民に対して法

的サービスを提供する機能を十分に果たしていませんでした。また、増加する裁判所の利用数に

対し、判決を得ても執行することが困難で権利が実現できなかったり、裁判中に和解がなされる

ことが少なく、経済的合理性を有する紛争解決が行われていないことが、問題点として指摘され

ていました。 
わが国は、モンゴル政府の要請を受けその状況の改善を支援するため、2004 年から 2006 年に

法制度整備分野の個別専門家派遣を開始し、2006 年から 2008 年にかけては、法務内務省（モン

ゴル弁護士会）と共同で「モンゴル弁護士会強化プロジェクト」を実施し、弁護士会内に法律相

談・調停センターを設置するとともに、調停人の養成などに協力しました。 

モンゴル国最高裁判所は、これら協力の成果を高く評価し、わが国にモンゴル国内で調停制度

を導入することを目的とした新たなプロジェクトを要請しました。 

これを受けて JICA は、2009 年６月に詳細計画策定調査団を派遣し、調停制度がモンゴル国内

の法・司法制度に位置付けられ、制度として定着するための道筋が明らかになることを目指した

「調停制度強化プロジェクト」を実施することとしました。 

本報告書は、上記詳細計画策定調査団の調査結果と、それに基づく討議議事録（R/D）を取り

まとめたものであり、今後、本プロジェクトの実施にあたり、広く活用されることを願うもので

す。 

最後に、これらの調査にご協力をいただいた内外の関係機関の方々に、心から感謝の意を表し

ます。 

 

2009 年 12 月 
 

独立行政法人国際協力機構 
公共政策部 部長 中川 寛章 
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第１章  詳細計画策定調査の概要 
 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

わが国は、2004 年から 2006 年に法制度整備分野の個別専門家派遣を開始し、2006 年から 2008

年にかけて、法務内務省（モンゴル弁護士会）と共同で「モンゴル弁護士会強化プロジェクト」

を実施し、弁護士会内に法律相談・調停センターを設置するとともに、調停人の養成などに協力

した。本協力の成果を踏まえ、モンゴル国内で調停制度を導入することを目的とした新規プロジ

ェクト（「調停制度強化プロジェクト」）が、モンゴル国最高裁判所から日本政府に要請され、2009

年度新規案件として採択された。 
これを受け、標記プロジェクト詳細計画策定調査団が、６月 21 日（日）から 7 月１日（水）ま

での間（法整備支援団員は６月 21 日から６月 25 日（木）まで）モンゴル国を訪問し、要請元で

あるモンゴル国最高裁判所をはじめとする関係機関やモンゴル弁護士会との協議、パイロットコ

ート（PC）候補（ウランバートル市バヤンズルフ区裁判所、ダルハン市裁判所）地視察などを行

い、モンゴル国における調停制度導入に向けた現状を把握するとともに、プロジェクト計画案、

実施体制案、プロジェクト開始までの進め方及びモンゴル側負担事項などにつき合意し、その結

果をとりまとめ協議議事録（附属資料１－３ M/M）に署名した。 

 

調査団派遣の目的は、以下のとおり。 

（１）過去の協力の成果を踏まえ、プロジェクト概要、PDM 案、PO 案、実施体制案について、

カウンターパート機関であるモンゴル国最高裁判所及び、協力機関であるモンゴル弁護

士会と協議し、合議議事録（R/D）案につき合意する。 

（２）プロジェクト開始までの進め方と R/D 案に基づいたモンゴル側準備事項についてモンゴ

ル側の合意を得る。 

（３）上記の結果を M/M に取りまとめる。最高裁判所、大蔵省（援助調整窓口）との合同署名。

また、モンゴル弁護士会についてはミニッツや R/D への共同署名とする。 

 

１－２ 調査団の概要 

氏名（期間） 担当業務 所属 

鳥居 香代 

（６月 21 日～７月１日） 

総括 JICA 公共政策部ガバナンスグループ 

法・司法課長 

稲葉 一人 

（６月 21 日～６月 25 日） 

法整備支援  中京大学法科大学院教授 

磯井 美葉 

（６月 21 日～７月 1 日） 

法司法制度 JICA 国際協力客員専門員 

西畑 絵美 
（６月 21 日～７月 1 日） 

協力計画・調査企画 JICA 公共政策部ガバナンスグループ 
法・司法課職員 

 
１－２－１ 調査日程 

６月 21 日（日）から７月１日（水）まで（法整備支援団員は６月 21 日（日）から６月 25
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日（木）まで）。詳細は附属資料１－１「調査日程」のとおり。 

 
１－２－２ 主要面談者 

附属資料１－２主要面談者リストのとおり。 
 

１－３ 詳細計画策定調査の結果 

１－３－１ モンゴルにおける調停制度をめぐる現状 

〔弁護士会による調停の現状〕 
弁護士会の調停センターでは、現在 10 名の弁護士が調停人として活動しており、開設後

2008 年末までに利用された調停の件数は 31 件である。法律相談の件数は、2009 年１月から

これまで 56 件あり、月平均で約 10 件となっている。広報活動などを通じ、調停センターの

活動について少しずつ認識が広まりつつある。 
弁護士の間で調停が知られるようになるにつれ、これらの訓練を受けた調停人以外に、訓

練を受けていない弁護士が、それぞれの事務所で個人的に調停を行っているケースが生じて

おり、そこで適切でない方法で調停が行われたり、弁護士倫理（双方代理の禁止など）に違

反するような事態が生じたりすることによって、調停制度に対する市民の誤解を招き、信頼

を低下させることにつながりかねないことについて、弁護士会は懸念を有している。調査団

は、この点について、今後プロジェクト活動を通じて調停人の資格制度を導入することを提

案したところ、弁護士会の代表者も賛同し、このことを弁護士会管理委員会から、弁護士会

全体に対して正式に提案することで合意した。 

 

〔裁判所における調停の現状〕 

裁判手続における和解については、モンゴル民事訴訟法において、期日開始後の和解に関

する明確な規定がないため、和解を積極的に勧試するか否かにつき、裁判官によって姿勢が

異なっている。和解に消極的な裁判官は、裁判官が各当事者と話すことによって、裁判官の

中立性・公平性に疑いがもたれることをおそれているようであるが、中立性・公平性の点で

は、本来、裁判官と特に異ならないはずの、書記官兼秘書を通じた和解は推進されているケ

ースもあるなど、和解に対する考え方には混乱が見られる。また、近年、裁判所の利用は増

加しているが、判決を得ても、不動産登記の未整備や、判決執行庁のキャパシティの問題で、

強制執行が困難なため、結局裁判で認められた権利が実現しにくい現状が指摘されている。

この点、判決執行庁のキャパシティ向上に関しては、世界銀行が本年からプロジェクトを開

始予定であるが、一方で、和解・調停制度の導入は、当事者の自発的意思に基づいた実効的

かつ柔軟な紛争解決を図るものとして、権利の実現に貢献することが期待されている。 

 

〔離婚事件における調停の現状〕 

モンゴルでは、近年の急速な市場経済化と人口の都市への集中や家族観の変化などの影響

により、離婚率が急速に増加している。裁判所における審理件数も、2004 年の約 3000 件か

ら 2008 年には約 3600 件に増加している。離婚事件について、モンゴルの民事訴訟法及び家

族法においては、離婚訴訟を提起した後、離婚判決を出す前に 3 ヶ月の再考期間を設け、そ

の間に和解させるための可能な手段をとらなければならないという規定があるが、裁判官に
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和解や調停に関する知識・技術が不足しているため、有効な働きかけがほとんど何も行われ

ていない。モンゴルの裁判官からは、プロジェクト活動を通じて和解・調停の技術を学ぶこ

とにより、このような離婚事件における法律の要請にも応えられるようになるとの期待が寄

せられている。 
 

１－３－２ 調停制度導入の背景 
モンゴルでは、1990 年の市場経済化以降、市場経済化の進展や経済活動の活性化に伴って増

加している市民間のトラブルに対応するために、市民や企業の権利を保障する法制度整備や紛

争解決手段の多様化のニーズが高まっており、 ”Millennium Development Goals Based 

Comprehensive National Development Strategy of Mongolia”（2007）及び、”Action Plan of the 
Government of Mongolia for 2008-12”（2008）において、法・司法制度および関連機関の機能強

化が、優先課題の一つとして明記されている。 
今次調査において、最高裁判所長官及び法務内務省次官からは、調停制度を法・司法制度に

導入することはモンゴル政府の政策と合致しており、①低コストで短期間の紛争解決を促進し、

②裁判所・裁判官の負担を軽減し、③特に家事事件において、裁判官の調停制度に関する知識・

技術の向上が、モンゴル民事訴訟法の規定どおりに裁判官による調停（和解勧試）を促進する

ことに貢献することを期待しているとの発言があった。さらに、2009 年４月の裁判所評議会決

議「モンゴルの裁判所におけるモニタリングの原則について」においては、その５－１－２項

で、「民事事件に関して調停や和解による紛争解決が促進されるべきであり、そのために必要な

手法やガイドラインが策定され、遵守されるべき」と明記されている。本プロジェクトは、ま

さにこの必要な手法やガイドラインの策定に資するものである。また、本プロジェクトのプロ

ジェクトマネージャーとなる予定の最高裁判所民事部長からは、「一審裁判所における調停課の

設置」という内容を含む裁判所法改正案を秋の国会において審議してもらうべく準備中である

との紹介があった。 

一方、わが国においては、2008 年１月の第 13 回海外経済協力会議において、法制度整備支

援を経済協力の重要分野の一つとして戦略的に進めていくことが合意され、これに基づき策定

された「法制度整備支援に関する基本方針」において、モンゴルは重点国の一つに位置づけら

れている。同方針においては、モンゴルについて「今後、法曹人材の育成や法制度が機能的に

運用されるための継続的な支援（調停制度の導入、法律制定に際する既存の法律との整合性を

統一的にチェックする機能・組織の整備への協力等を含む。）について検討する」こととされて

おり、本プロジェクトの内容は、この方針とも合致するものである。 

 

１－３－３ 支援対象機関及び関連機関の組織概要 

モンゴルにおける裁判所構成、最高裁判所、裁判所評議会、弁護士会（調停センター）の概

要については以下のとおり。モンゴル全体の裁判統計は、附属資料４－１のとおり。 

 
（１） モンゴルの裁判所構成 

最高裁判所を頂点とし（上告審）、県（アイマグ）裁判所及び首都裁判所（第二審）、郡（ソ

ム）裁判所、郡間及び区（ディストリクト）裁判所（第一審裁判所）がある。この他に、行

政裁判所と憲法裁判所が設置されている。裁判官数は、2006 年時点で 430 名余りであり、内
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訳は最高裁判所 17 名、県及び郡裁判所約 130 名、区裁判所約 220 名、行政裁判所約 60 名で

ある。裁判官秘書は 220 名である。 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

図１－１ モンゴル裁判所構成 

（出所：モンゴル裁判所評議会聞き取り） 

 

（２） 最高裁判所（Supreme Court: SC） 

最高裁判所は、長官と 16 名の最高裁判所判事からなり、刑事部、民事部、行政部に管轄が

分かれている。事務局には４つの部局があり、60 名の事務職員がいる。 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

図１－２ モンゴル国最高裁判所概要 

（出所：モンゴル最高裁判所パンフレット） 
 

最高裁判所 

ソム（郡）裁判所またはソム間

裁判所（複数のソムを管轄する）

ディストリクト（区）裁判所 

（首都） 

アイマグ（県）裁判所（18） 

首都裁判所（1） 

アイマグ（県）行政裁判所 

首都行政裁判所（1） 

最高裁判所判事 

刑事部 

（判事 5 名） 

民事部 

（判事 5 名） 

行政部 

（判事 6 名）

事務局 

（60 名） 

長官部 総務・監査部 財政・調達部 広報・情報部

司法研究センター
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（３） 裁判所評議会（General Council of the Courts） 

司法の独立性と中立性を保障するための組織であり、14 名の評議委員から構成される。内

訳は、国会代表１名、大統領府代表１名、最高裁判所長官、法務内務大臣、検事総長、９名

の裁判官（最高裁判所判事２名、県裁判所判事２名、郡、郡間及び区裁判所判事２名、首都

裁判所判事１名、県行政裁判所から１名、首都行政裁判所から１名）。この他に事務局がある。

評議会は、裁判官の人事や給与などについて決定権限を有しており、日本の裁判所規則に相

当する評議会決議を出す権限を有する。 

 
 

 
 

 
 

 

 

図１－３ モンゴル裁判所評議会概要 

（出所：モンゴル裁判所評議会パンフレット） 

 

（４） 弁護士会（Association of Mongolian Advocate: AMA）・調停センター（Mediation Center） 

弁護士会は 1928 年に設立され、2008 年末時点で 1006 名が会員である。ウランバートルに

約 700 名、ダルハンに 20 名の弁護士がいる。調停センターには、現在 10 名の調停人がいる。

調停件数は、2009 年の１月から成立が２件、調停中が５件、不成立が２件となっている。法

律相談の件数は、2009 年１月からこれまで 56 件となっている。調停センターは、①ITV チ

ャンネルの法律相談番組（５/24～毎週月曜の 20 時～21 時）、②調停センターのリーフレッ

ト、③調停センターの Website、④弁護士会の月会報への寄稿、など積極的に広報に取り組ん

でいる。 

 

１－３－４ パイロットコート候補の概要 
（１） バヤンズルフ区裁判所 

構成：職員は計 40 名で、うち裁判官は 14 名、秘書が 14 名、他に情報部の職員、事務局長、

サービスセンターの職員（10 人）。 

概要：バヤンズルフ区は 23.4 万人と人口規模で最大の区であり、裁判官一人当たり民事事

件は年間 140～190 件を処理している（参考：ハンオール区は、民事を裁判官一人当たり年間

90 件処理している）。14 名の判事のうち８名が民事担当、５名が刑事、１名が令状事件を担

当。家事事件の 83％が離婚訴訟で、8.7％が養育費などに関する訴訟。 

 

評議会長= 

最高裁判所長官 

事務局 最高裁判所事務局、

県・首都裁判所事務局、

一審裁判所裁判所事務

裁判官 

任用委員会

裁判官 

規律委員会 
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表１－１ バヤンズルフ区裁判所の概要 

（出所：バヤンズルフ区裁判所での収集データ） 
 

○ 年間処理件数の内訳 

民事 刑事 行政違反 令状 懲役 計 

1890 620 1900 930 380 5720 件 

 

○ 一審裁判所裁判所で処理した民事事件 

 2006～2009 年の年間平均 

申立件数 1890 

うち簡易判決 24.2～32.6% 

 

○簡易判決で解決した事件の種類 

 2006～2009 年の年間平均 

民法上の紛争 1300（77.7～82.9％） 

労働法上の紛争 2.1～2.6％ 

家族法上の紛争 8.5～12.7％ 

税法上の紛争 0.9～6.0% 

その他 2.6～7.1％ 

 

○簡易判決の内訳 

 2006～2009 年の年間平均 

申立取下げ件数 13.3～16.7% 

被告が原告の要求

を受諾した件数 

6.6～13.8% 

当事者同士の和解 32～44.7% 

被告が原告の要求

を履行した件数 

35.3～44% 

 

 

（２） ダルハン市裁判所 

構成：1962 年に設立。職員は全部で 40 名。うち裁判官は 16 名（高等裁判所に４名、一審

裁判所に９名、行政裁判所に３名の内訳）。16 名のうち男性が５名で、女性が 11 名、秘書は

12 名で、男性が７名、女性が５名。 

概要：年間 1200～1300 件の民事事件を５名の民事判事が解決しており、裁判官一人当たり

約 250 件である。刑事は年間平均 300 件を解決し、４名の裁判官が対応している。民事の 30％

は簡易判決手続きで解決。他の 21 県と比べ、１人あたり裁判官の負担が最も多い。ウランバ

ートルとの比較では、１つの区と同じくらいの負担を１人の裁判官が負っている。 
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表１－２ ダルハン市区裁判所の概要 

（出所：ダルハン市裁判所での収集データ） 
 

○一審裁判所で処理した民事事件の件数 

 

○民事事件の種類 

 

○簡易判決の内訳 

 2007 年 2008 年 2009 年上期 

申立取下げ件数 84（19.5％） 103（24.2％） 67（19.6％） 

被告が原告の要求を受諾 
した件数 

230（53.4％） 171（40.5％） 120（35.1％） 

当事者同士の和解 88（20.4％） 114（27％） 137（40.1％） 

被告が原告の要求を履行 
した件数 

28（6.5％） 34（8.1％） 17（4.9％） 

計 430（33.1％） 422（31.4％） 341（43％） 

 

 2007 年 2008 年 2009 年上期 

申立件数 1611  1643  1095  

棄却した件数 172（10.6％） 85（5.1％） 73（6.6％） 

撤回件数 37（2.29％） 54（3.2％） 19（1.7％） 

事件受理件数 19（1.1％） 18（1.3％） 3（0.2％） 

1297（80.5％） 1341（81.6％） 793（74.2％） 

471（29.2％） 503（30.6％） 371（33.8％） 

解決件数 

うち簡易判決 
うち裁判判決 826（51.2％） 838（51％） 422（38.5％） 

 2007 年 2008 年 2009 年上期 

契約の債務不履行 338（27.06％） 257（19.2％） 380（47.9％） 

契約によらない債務不履行 27（2.08％） 149（11.2％） 35（4.4％） 

労働法上の紛争 38（2.9％） 45（3.4％） 13（1.6％） 

家族法上の紛争 218（16.8％） 257（19.1％） 120（15.1％） 

特別行為 332（25.5％） 439（32.7％） 195（24.5％） 

その他 344（26.5％） 194（14.4％） 50（6.3％） 

解決件数 1297（80.5％） 1341（81.6％） 793（74.2％） 
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○離婚事件の件数内訳 

 2007 年 2008 年 2009 年上期 

申立件数 224（13.9％） 251（15.3％） 135（12.3％） 

棄却された件数 23（10.2％） 7（2.7％） 7（5.1％） 

撤回された件数 5（2.2％） 9（3.6％） 4（2.9％） 

回付件数 0 4（1.6％） 1（0.7％） 

離婚審判を一時停止し、 
再考期間を設けた件数 

2（0.8％） 2（0.7％） 3（2.2％） 

解決件数 182（81.2％） 210（83.6％） 100（74％） 

当事者間の和解が成立した

件数 
41（18.3％） 81（33.5％） 36（28.6％） 

裁判による離婚判決件数 136（60.7％） 115（45.8％） 58（42.9％） 

裁判による離婚判決件数

（和解期間付与後に離婚判決） 

5（2.2％） 14（4.3％） 6（4.4％） 

 

 

１－３－５ 案件概要 

本プロジェクトは、モンゴルにおいて調停制度を一般民事、家事事件において取り入れるこ

とを上位目標とし、最高裁判所を中心とした WG による、調停制度導入にむけた検討及び PC

における試験的導入に基づき、調停制度を全国で導入するためのグランドデザインを作成し、

制度として定着させるための道筋を明らかにするものであることを、モンゴル側と合意した。

調停制度を導入するにあたっては、最高裁判所を中心とした取り組み（裁判官自身が調停（和

解勧試）を行う）と、これまでの協力により設立された、弁護士会の調停センターによる現行

の調停と、裁判所の手続きを連動させるための効果的な仕組みづくり（最高裁判所で事件を受

理する際に調停センターを紹介する、あるいは事件の係属後に調停センターなどの、外部調停

人を活用し調停を行うといったオプション）の両方のオプションが考えられるため、本プロジ

ェクトにおいては、裁判所と調停センターの連携について検討するとともに、調停センターの

機能強化を図っていくことを、モンゴル側と合意した。 

 
（１） タイトル 

最高裁判所との協議の結果、日本語名称は同じ「調停制度強化プロジェクト」であるが、

全く新しい制度として調停を導入するプロジェクトではなく、件数は少ないものの現在でも

弁護士会の調停センターにより実施されている調停を、モンゴルの法・司法制度の中で、制

度として強化していくための道筋を明らかにするプロジェクトである、ということを明確に

するため、英文名称については以下のとおり、要請時のプロジェクト名称から変更すること

とした。 
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＜変更前＞ 

・（英文） The Project for Implementing Mediation  
・（日本語）調停制度強化プロジェクト 

＜変更後＞ 
・（英文） The Project for Strengthening Mediation System  

・（日本語）調停制度強化プロジェクト 
 

（２） マスタープラン（附属資料１－４ PDM 案（和文）参照） 
・上位目標：モンゴルにおける一般民事事件及び家事事件において、調停制度が活用される 

・プロジェクト目標：PC 地区での経験に基づき、一般民事事件および家事事件に関して、全

国での調停制度導入に向けたグランドデザインが提示される 

・成果：１．PC 地区において、業務フローに従って調停が取り入れられる 
２．調停を担う人材の資格・位置づけが同定され、PC 地区において、調停人養成ト

レーナー及び調停人候補者が養成される 
３．弁護士会調停センターの機能が強化される 

４．モンゴルに適した調停制度の導入に必要な事項が明確化され、調停制度を全国

的に取り入れるための改定業務フローが作成される 

・協力期間：2.5 年間 

・対象機関： モンゴル最高裁判所、モンゴル弁護士会 

・日本側投入案：＜長期専門家＞  調停制度 （30ＭＭ） 

＜短期専門家＞   調停技術、調停手続き（２名×５日×３回/年） 

＜本邦研修＞     約 10 名×0.5 ヶ月×１回/年 

＜供与機材＞     長期専門家用オフィス用機材、研修教材等 

＜現地業務費＞   現地セミナー開催費等 

＜国内支援体制＞ アドバイザリーグループ、 

JICA-Net セミナー（TV 会議） 
 

（３） 実施体制 

・プロジェクトディレクター:：最高裁判所長官 

・プロジェクトマネージャー：最高裁判所民事部長 

・調停制度検討 WG メンバー：最高裁判所判事、最高裁判所研究センター代表、弁護士会長、

裁判所評議会代表、首都裁判所判事、PC 判事・職員、弁護士（調停人及び調停人候補）、

法務内務省代表、国立法律研究所代表、最高裁職員（事務局） 

＊WG については附属資料１－６実施体制図（案）を参照。 
 

１－３－６ 調停制度導入に向けた進め方（ステップ） 
（１） プロジェクト開始までのステップ 

モンゴルにとって新しい概念であり、現行法の中で明確に規定されていない調停制度を導

入するためには、プロジェクトを進める中で進捗に応じて必要な措置をとりつつ、モンゴル

の実情を踏まえて制度をデザインする必要があるため、プロジェクトの実施に際してとるべ
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き手順について、モンゴル側と以下のように合意した。 

・準備段階：裁判所評議会及び弁護士会が WG メンバーの任命を共同令により行う。弁護士

会管理委員会が、調停センターを弁護士会の傘下に正式に位置づけるとともに、調停人の

資格制度の導入を宣言する。 
・Step1：WG メンバーが調停制度導入にかかる PC での活動内容を協議し、業務フローを作

成する。 
・Step2 の前段階：裁判所評議会が、PC の選定と活動内容に関する決定を出す。 

・Step2：調停手続きが、業務フローに則り PC において導入される。 
・Step3：WG において業務フローが見直される。 

・Step4：WG が関連法令のうち調停制度を導入するために改正が必要な箇所をリストアップ

し、PC での業務の結果を踏まえ、調停制度を全国的に取り入れるための改定業務フローを

作成する 
 

（２） プロジェクト開始までの WG の活動準備 
・ R/D 締結後、日本の調停制度の概要に関する JICA-Net セミナーを実施する。 

・ WG において、モンゴルにおける調停制度導入に関する検討を開始する。 

 

１－３－７ 法整備支援団員所感 

（１） モンゴル側の意欲と WG 候補者の選定について 

本プロジェクトのプロジェクトディレクターとなる最高裁判所長官、プロジェクトマネー

ジャーとなる最高裁判所民事部長とも、調停制度やモンゴルにおける問題点について的確に

理解しており、かつ、その指導力を適切に行使する用意がみられた。また、WG の候補とな

る者の選定においても、本邦研修に参加した裁判官･弁護士が複数含まれており、これまでの

わが国の支援で成長した人材が、本プロジェクトでも主たる役割を果たすことになり、適切

な選定である。 

 
（２） 現行制度内で改善可能なものと、現行法・規則の改正などを要するもの 

本プロジェクトを達成するための業務フロー中には、現行制度が適切に機能していない、

制度の存在が知られていないなど、現行の制度やリソースを適切に運営させることで達成で

きるものが多数ある。他方、現行法に見直しを必要とするものもある。これらの業務フロー

間に適切に優先順位をつけ、本プロジェクト終了時までに、現行制度上可能なものについて

は、PC 以外も含め可能な限り検討を行い、現行法を越える制度的手当ての必要性とプロトコ

ールを示す必要がある。 

 

（３） 弁護士の理解 

WG の候補者たる弁護士の本プロジェクトに対する理解は高いが、他の弁護士の調停制度

や調停センターの役割などの理解が十分得られているとはいえない。したがって、本プロジ

ェクトがモンゴルの法曹間で十分な理解の上で協力を得られるためには、弁護士の理解、な

いし、弁護士が依頼者に調停を勧めるインセンティブに配慮する必要がある。これは、最高

裁判所だけの努力では達成できないので、弁護士会の周知啓蒙活動を支援していく必要がある。 
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１－３－８ 団長所感 

（１） 過去の協力成果の活用 
前プロジェクト（「モンゴル弁護士会強化計画プロジェクト」：2006 年～2008 年）において

は、弁護士会の組織運営能力向上や法律相談・調停センターへの支援を行ったが、今次調査

にて、前プロジェクトの成果が引き続き弁護士会にて維持されているとともに、調停センタ

ーの活動や広報を通じて調停に対する理解が進み、最高裁判所において調停手続きの法・司

法制度への導入が前向きに検討される背景となったことが確認できた。最高裁判所民事部長

からは、裁判所の中に調停部を設けて調停を行っている国はほか（ドイツ、韓国、シンガポ

ールなど）にもあるが、JICA の支援を通じて調停センターが設置され、本邦研修にて調停制

度・技術を学んだ裁判官がいることなどから、調停制度の導入を検討するにあたって、日本

からの支援を要請することとしたとの発言もあった。 

前プロジェクト終了時に 11 名いた調停センターの調停人は、人の交代がありつつも、既述

のとおり現在 10 名が活動しており、2009 年上半期で調停センターに取り扱った調停事件の

件数は、９件（法律相談は 56 件）とのことであった。内容としては、海外渡航のビザ仲介に

関するトラブル、貸し金、マンション販売に関する係争が多いとのことであり、昨今の経済

危機により件数が増えることも予想されている。また、前プロジェクトにて開始された弁護

士会報は、プロジェクト終了後も毎月刊行され、調停に関する記事が記載される等、弁護士

間の情報の共有に活用されている。 

本プロジェクトでは、裁判所内における調停のケースや、裁判所から調停センターにリフ

ァーするケースなどのいくつかのオプションを検討することとなるが、オプションによって

は、現在の調停センターの強化や調停人の資格の見直しなどが含まれることとなる（例えば、

裁判所から調停センターへのリファーを行っていくためには、調停センターにおける調停人

の育成とともに、調停人の質の確保のための仕組みを検討することが必要となり、資格制度

の導入や育成研修の制度化等を検討することが必要となる）。よって、本プロジェクトにおい

ては、前プロジェクトで育成された人材を活用しつつ、調停手続き全体の業務フローを検討

する中で、弁護士会調停センターの強化と調停人養成を並行して行っていくこととした。 
 

（２） モンゴル側実施体制 

最高裁判所は、過去 JICA との協力の経験はないものの、今次調査への対応においては、

民事部長のリーダーシップのもと、事前の関係機関との調整や適切な WG 候補者の選定など、

積極的に準備を行っていることが感じられた。 

プロジェクト活動の成否は WG の活動がカギになるが、今次調査においては、最高裁判所

の他、一審裁判所（PC 候補裁判所）、首都裁判所、最高裁判所評議会裁判管理・組織部、弁

護士会及び調停センターからの代表が WG メンバー候補として連日協議に臨み、モンゴルで

取り入れる調停のオプション案やプロジェクト案について、積極的に意見交換を行った。WG

メンバー候補者については、経験・専門性・コミットメントともに高く、それぞれに責任あ

る立場にあるために実効性も期待できる。ただし、実際にプロジェクトが開始すると WG の

作業負担が多くなると予想されるため、多忙なメンバーの WG への参加を確保するために、

最高裁判所評議会と弁護士会の連名にて WG メンバーの任命を行い、組織としての正式な決

定としてもらうこととした。 
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なお、WG メンバー候補者に対しては、このモメンタムを逃さないためにも、プロジェク

ト開始前の段階から、JICA-NET 会議などを通じて日本の調停制度の紹介を行い、専門家派

遣後には「調停」についての共通の理解をベースに検討を行えるような準備を行うこととし

たい。 
 

（３） ローカルリソースの活用 
特に初期段階においては、WG メンバーが日本の調停制度の紹介を通じて調停に関する基

本的な理解を深め、調停技術を向上させるために日本側からのインプットが重要である。他

方、PC にて調停人養成を担うトレーナーについては、上述の弁護士会調停センターの調停人

などの既存のローカルリソースを有効に活用することが可能であると思われる。また、PC
候補地として今回視察したダルハンでは、家事（離婚）における調停に長年の実績のある判

事がおり、過去には最高裁判所より家事事件（離婚）の調停に係るモデル事例として、テキ

ストを作成し全国に配布しているとのことであった。かかるローカルリソースは、モンゴル

社会においてどのような調停技術が有効であるかを検証するにあたっても、また PC におい

て研修を実施するにあたってのトレーナーとしても貴重であり、有効活用を図りたい。 

 

（４） 他ドナーとの連携 

USAID は、2008 年まで Judicial Reform Project を実施しており、裁判所の情報システムの

整備（コンピューターと LAN システムの供与を含む）、ケース管理システムの導入、法曹人

材の継続研修、市民のアクセス改善のための広報活動などへの支援を行っている。今回視察

した、バヤンズルフ区裁判所及びダルハン市裁判所においても、裁判所の情報部の強化や裁

判所評議会規則集の発行などに USAID の支援が行われていた。GTZ は、法務内務省への協

力を実施しているが、最高裁判所に対しても、新しく裁判所の事務のモニタリングに係るプ

ロジェクトを昨年から開始している。また、UNDP は、法務内務省とともに法律扶助のプロ

ジェクトを実施しており、各県に Legal Aid Center を設置し、弁護士及び地方の政府役人 2

名を常駐させている（人件費は 2009 年から法務内務省が負担）。 
本プロジェクトの実施にあたっては、これら関連する他ドナーのプロジェクトとの情報交

換を図りつつ、モンゴルの司法制度改革全体の枠組みの中で調停制度を関連付け、協力の相

乗効果を計っていくことが重要である。特に GTZ は、最高裁判所と共に裁判所の事務や組織

の見直しを今後行う予定であること、また UNDP についても、将来的に調停制度を全国に導

入する際の地方の弁護士不足への対応策として、Legal Aid Center との連携を図る可能性が考

えられるところ、本プロジェクトにて調停制度の裁判手続きとの連動を検討するにあたって

は、長期専門家が密な情報交換を行い、調整していく必要がある。 

 

１－４ プロジェクト開始に向けた検討事項   

１－４－１ 「調停」の定義 
協議の過程で、モンゴルの法・司法制度の中で比較的新しい概念である「調停」について、

モンゴル側と訳語や用法について、共通のイメージをもって協議することが難しい場面が散見

された。日本側は、「調停」の定義について、裁判と仲裁を除き、裁判官による和解・調停、裁

判所内での調停（弁護士含む）、裁判所外での調停、裁判所の窓口や簡易判決等を一部含む広義
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の内容として、「判決手続ではない、裁判所内外における紛争解決手続のうち、当事者以外の中

立的な第三者が関わり、当事者間の交渉・話し合いを促進する手続やこれを支える体制」を提

案した。ただ、モンゴルにおける「調停」の定義や訳語については、今後 WG において慎重に

検討していくことが必要であり、その旨モンゴル側と合意した。 
 

１－４－２ 調停制度導入に関し考えられるオプション 
モンゴルに調停制度を導入するにあたり、将来的に考えられるオプション案（附属資料１－

８）について意見交換を行い、プロジェクトの実施中これらオプション及び必要な手続きにつ

いて検討を継続的に行うことを合意した。手続きオプション案に関する議論の詳細は、附属資

料３・議事録２、４、７、10 を参照されたい。 
日本側からは、例として民事事件、家事事件のそれぞれに対し、①事件の受理段階で調停セ

ンターを提案する案、②事件の係属後に調停センターもしくは裁判所に登録した外部調停人を

活用する案、③裁判手続の内部で裁判官が調停（和解勧試）を行う案などを提示した。最高裁

判所は、現時点では、家事事件、特に離婚事件について、裁判官による調停（和解勧試）の導

入に関心を有している。民事事件については、現行法のもとで抵抗なく取り入れられやすいオ

プションとしては、裁判所の情報部に事件の相談に来た人に対し、事件の受理前に弁護士会の

調停センターを紹介する方法がまずは考えられるようである。しかし民事部長からは、プロジ

ェクトを通じて、現行法でできるオプション以外についても検討を進めたい、との積極的な意

向が示された。 

調査団は、このような手続の実際の流れを含め、今後、WG で調停制度導入に関する業務フ

ローを作成する際に検討が必要となる事項について、以下のとおり提案し、WG の検討項目と

することでモンゴル側と合意した。 

 

・ 調停の担い手 

・ 調停機関 

・ 調停に付する事件の種類 
・ 調停を行うタイミング（事件係属前・係属後の別） 

・ 調停に回付する方法 

・ 申立手数料、調停人報酬の徴収方法および金額 

・ 成立した調停の実体的効力 
・ モンゴルの民事訴訟法の簡易決定手続との連携 

・ 調停成立の場合の手続的効力 

 

１－４－３ パイロットコート（PC）での活動 

（１） PC の選定 

現時点では、家事を除いては裁判官が調停（和解勧試）を行うこととなっておらず、PC
にて調停を実践するにあたってはこれを可能とする根拠が必要であることから、調査団がモ

ンゴル側で必要な措置を取るよう申し入れたところ、PC における調停制度の試験的導入につ

いては、裁判所評議会が決定を出すことで合意した。 

PC の選定については、選定のクライテリアとして以下の点について合意した。なお、PC
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については、ウランバートル市バヤンズルフ区裁判所及びダルハン市裁判所（１－３－４パ

イロットコート候補の概要参照）が候補としてモンゴル側より提示され、今次調査にて候補

地を視察したところ、民事事件の処理件数（年間 1,600～1,800 件）や判事の数（14～16 名）

など、概ね下記クライテリアを満たすものとは考えられるが、専門家派遣後に WG にて検討

の上、正式に決定することとした。 

 
・ 当該裁判所の民事事件及び家事事件の処理件数 

・ 事件の性質 
・ 裁判所の人員体制 

・ 当該地区の弁護士数 
・ 裁判所職員や弁護士等が WG に参加できるかどうか 

・ 調停室として使える部屋の有無 
 

（２） 守秘義務 
PC での活動においては、実際の事件に調停手続きを利用し、またその事例を WG で検討

を行うこととなるため、個人情報や業務上知りえた秘密の守秘義務に対する配慮について、

必要な措置を講じる必要がある点について調査団が提起し、WG において慎重に検討し必要

な措置を随時とることを双方で合意した。 
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第２章  実施協議結果 
 

2009 年６月に実施した詳細計画策定調査時の協議結果を基に、プロジェクトの立ち上げのため

の最終的な実施協議が、モンゴル国最高裁判所と JICA モンゴル事務所との間で行われ、基本的

な協力枠組みについて正式に合意に至った。同協議に基づき、2009 年９月 10 日に、協力枠組み

文書である R/D の署名がウランバートルにおいて、モンゴル最高裁判所 Sodnomdarjaa 

BATDELGER 長官、モンゴル財務省 Baavgai KHURENBAATAR 開発投資協力局長、モンゴル弁

護士会 Banzragch PUREVNYAM 会長、JICA モンゴル事務所長とモンゴル事務所 石田幸男所長、

との間で執り行われた。署名された R/D は附属資料２を参照。 
 

 



 



 

附 属 資 料 

 
１．詳細計画策定調査関連資料 

１－１ 調査日程 
１－２ 主要面談者リスト 

１－３ 詳細計画策定調査協議議事録（M/M） 
１－４ PDM 案（和文） 

１－５ PO 案（和文） 

１－６ 実施体制図案 

１－７ ワーキング・グループ設置案 

１－８ 調停制度導入に当たり取り得るオプション案 

２．詳細計画策定調査討議議事録（R/D） 

３．議事録 

４．収集資料 

４－１ 裁判所統計 

４－２ 訴訟手数料 
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１．詳細計画策定調査関連資料

　１－１　調査日程

- 1
 -

3
1 

6/
21

 
22

:4
0 

15
25

22
40

U
B

 
 

 
 

9:
00

10
:3

0
11

:0
0 

14
:3

0
15

:3
0

JI
C

A
:M

r.B
at

de
lg

er
 

:
M

s.
A

m
ar

sa
ik

ha
n

3
:M

r.P
ur

ev
ny

am
:M

r.A
lta

n-
ul

zi
i

2 
6/

22

17
:0

0
:

M
r.K

hu
re

nb
aa

ta
r 

JC
C

9:
30

U
B

 
B

ay
nz

ur
kh

14
:3

0
W

G

3 
6/

23

17
:3

0
:M

r.B
ay

as
ga

la
n 

 
 

 
4 

6/
24

 
9:

30
 

15
:0

0

W
G

P
D

M

5 
6/

25
 

6:
00

 
00

20
U

B



－20－

- 2
 -

10
45

9:
30

 
M

/M
W

G
M

/M
6 

6/
26

 
M

/M
 

 
 

 
 

7 
6/

27
 

 
 

 
 

8 
6/

28
 

 
 

 
 

9:
30

M
/M

W
G

M
/M

14
:0

0
M

r.M
ya

gm
ar

 
W

G
JC

C

9 
6/

29

16
:3

0

9:
15

 
JI

C
A

 
 

 
10

:0
0

 
 

 

10
:3

0 
G

TZ
 

 
 

12
:0

0 
U

N
D

P
 

M
r. 

K
hu

na
n

 
 

 

14
:0

0 
M

M
 

 
 

10
 

6/
30

16
:0

0
 

 
 

11
 

7/
1

00
20

U
B

10
45

 
 

 
 



－21－

 - 1 -

Batdelger  
Amarsaikhan  
Batsaikhan  
Tungalag   
Erdenechuluun  
Dolgorsuren  

Mendsaikhan
Myangaa Bayasgalan 

Urnundelger  
Gariimaa Tumee  

Baatar Bavaliin  
Selenge   

Luvdsndash Amarsanaa 
Tsog Och  
Nurzudmaa  
P.Enkhbayar  

Purevnyam  
Altan-Ulzii  
Dawaa   
Olziihuu   
Baigalmaa  
Terbish   

　１－２　主要面談者リスト
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Khunan   



－23－

　１－３　詳細計画策定調査協議議事録（M/M）
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　１－４　PDM 案（和文）
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　１－５　PO 案（和文）
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　１－６　実施体制図案

JICA-Net TV

PD: 

PM:

-

-

-

-

-

(JCC) : SC

PD/PM

PC

WG



－56－

　１－７　ワーキング・グループ設置案
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　１－８　調停制度導入に当たり取り得るオプション案

 
　

裁
判

所



－59－

２．詳細計画策定調査討議議事録（R/D）
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３．議事録
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４．収集資料

　４－１　裁判所統計

 - 1 -

2008 p.96,97

1. 2008

2008 484 26 12 5,812 544 

2.
2008
5,812
257 4.4 
258 4.4 
1,590 27.4 
202 3.5 
25 0.4 
713 12.3 
713 12.3 
35 0.6 
3,793 65.3 

3. 2008

38,120 6,716 28,480 2,924 
1,455 427 826 202 

4.
2008
28,480

1 9,480
2 12,313
3 3,629
4 682
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 - 2 -

5 ( ) 2,376
a 75
b 7
c 111 
d 160

5.
2008
116 
100
10
61
163
62
32

6.

2008 1,154 1,072 82 5,921 293 

7.
74 75 2,672

34
14,913
145

8. 2008

2,235 2,088 
1,633 1,516 
400 379 

2008 4,268 3,983 
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 - 3 -

9. 2008    

642
791
245

2008 1,678
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　４－２　訴訟手数料

1.
Tg

0 3,000 50Tg
3,001 10,000 2
10,001 50,000 200Tg 10,000Tg 3.5
50,001 500,000 1,500Tg 50,000Tg 4
500,001 1,000,000 19,500Tg 500,000Tg 2.1
1,000,001 10,000,000 30,000Tg 1,000,000Tg

1.4
10,000,001  156,000Tg 10,000,000Tg

0.5

250Tg
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